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(57)【要約】
【課題】検査対象の被検体の被検体情報を容易に取得で
きる。
【解決手段】超音波診断装置１は、被検体の被検体情報
と当該被検体情報の更新時刻を示す被検体情報更新時刻
情報とを記憶する電子カルテ端末３と通信可能であり、
被検体を検査し検査データを生成する。超音波診断装置
１は、所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に
更新された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を取
得する取得部と、取得された被検体情報更新時刻情報か
ら所定時間以内の場合に、取得された被検体情報を検査
対象の被検体の被検体情報に設定する設定部と、を備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の被検体情報と当該被検体情報の更新時刻を示す被検体情報更新時刻情報とを記
憶する外部機器と通信可能であり、被検体を検査し検査データを生成する医用検査装置で
あって、
　所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体情報及び被検体情報
更新時刻情報を取得する取得部と、
　前記取得された被検体情報更新時刻情報から所定時間以内の場合に、前記取得された被
検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に設定する設定部と、を備える医用検査装置。
【請求項２】
　前記所定の操作入力は、検査開始又は検査データの記憶の操作入力である請求項１に記
載の医用検査装置。
【請求項３】
　前記取得部は、前記所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体
情報及び被検体情報更新時刻情報を前記外部機器から取得する請求項１又は２に記載の医
用検査装置。
【請求項４】
　記憶部と、
　前記外部機器が被検体情報を記憶しているか否かを所定周期で確認し、記憶している場
合に、当該被検体情報及び当該被検体情報更新時刻情報を取得して前記記憶部に記憶する
監視部と、を備え、
　前記取得部は、前記所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体
情報及び被検体情報更新時刻情報を前記記憶部から読み出して取得する請求項１又は２に
記載の医用検査装置。
【請求項５】
　前記外部機器は、複数の被検体の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を記憶し、
　前記取得部は、前記所定の操作入力が行われたタイミングで、前記複数の被検体の被検
体情報及び被検体情報更新時刻情報を前記外部機器から取得し、
　前記取得された複数の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報のうち、当該被検体情報
更新時刻情報から前記所定時間以内である被検体情報の被検体を示す被検体リスト情報を
生成して表示部に表示する表示制御部と、
　前記被検体リスト情報に基づく被検体の選択入力を受け付ける選択部と、を備え、
　前記設定部は、前記選択された被検体の被検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に
設定する請求項１又は２に記載の医用検査装置。
【請求項６】
　被検体を検査して検査データを生成する検査部と、
　前記生成された検査データを前記設定された被検体情報に対応付けて出力先に出力する
出力制御部と、を備える請求項１から５のいずれか一項に記載の医用検査装置。
【請求項７】
　前記取得された被検体情報更新時刻情報から所定時間を経過している場合に、検査対象
の被検体の被検体情報の操作入力を受け付ける操作部を備える請求項１から６のいずれか
一項に記載の医用検査装置。
【請求項８】
　外部機器と、当該外部機器に通信可能であり、被検体を検査し検査データを生成する医
用検査装置と、を備える医用検査システムであって、
　前記外部機器は、
　医療施設に来た被検体の被検体情報と当該被検体情報の更新時刻を示す被検体情報更新
時刻情報とを記憶する記憶部と、
　前記記憶された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報のうち、被検体情報更新時刻情
報から所定時間を経過した被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を削除する削除部と、
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　前記医用検査装置からの被検体情報の要求に応じて、最後に更新された被検体情報を前
記記憶部から読み出して応答する応答部と、を備え、
　前記医用検査装置は、
　所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体情報を前記外部機器
に要求し、応答された被検体情報を当該外部機器から取得する取得部と、
　前記取得された被検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に設定する設定部と、を備
える医用検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用検査装置及び医用検査システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、病院等の医療施設に設けられ、全患者の電子カルテのデータベースから電子カル
テを取得して所見画面として表示する電子カルテ端末が知られている。また、被検体とし
ての患者に超音波を送受信して超音波画像データを生成する超音波診断装置が知られてい
る。
【０００３】
　電子カルテ端末及び超音波診断装置は、例えば同じ診察室に設置される。医師は、患者
の超音波診断の検査の際に、電子カルテ端末で表示した電子カルテのうち、当該患者の基
本情報である被検体情報（頭書データ）を超音波診断装置に手入力していた。だが、医師
の作業負担が大きい。
【０００４】
　このため、電子カルテ端末に被検体情報を要求し、応答された被検体情報を当該電子カ
ルテ端末から受信する超音波画像診断装置が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－０１８４４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、検査対象の患者の検査時に、電子カルテ端末において、例えば前に検査した患
者の電子カルテを表示しっぱなしで消し忘れている場合に、超音波画像診断装置は、検査
対象の前の患者の被検体情報を受信するため、検査対象の患者の被検体情報を得られなか
った。また、被検体情報の要求に対し、被検体情報を応答可能な電子カルテ端末はあまり
存在しない。
【０００７】
　本発明の課題は、検査対象の被検体（患者）の被検体情報を容易に取得することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の医用検査装置は、
　被検体の被検体情報と当該被検体情報の更新時刻を示す被検体情報更新時刻情報とを記
憶する外部機器と通信可能であり、被検体を検査し検査データを生成する医用検査装置で
あって、
　所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体情報及び被検体情報
更新時刻情報を取得する取得部と、
　前記取得された被検体情報更新時刻情報から所定時間以内の場合に、前記取得された被
検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に設定する設定部と、を備える。
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【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の医用検査装置において、
　前記所定の操作入力は、検査開始又は検査データの記憶の操作入力である。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の医用検査装置において、
　前記取得部は、前記所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体
情報及び被検体情報更新時刻情報を前記外部機器から取得する。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の医用検査装置において、
　記憶部と、
　前記外部機器が被検体情報を記憶しているか否かを所定周期で確認し、記憶している場
合に、当該被検体情報及び当該被検体情報更新時刻情報を取得して前記記憶部に記憶する
監視部と、を備え、
　前記取得部は、前記所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体
情報及び被検体情報更新時刻情報を前記記憶部から読み出して取得する。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載の医用検査装置において、
　前記外部機器は、複数の被検体の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を記憶し、
　前記取得部は、前記所定の操作入力が行われたタイミングで、前記複数の被検体の被検
体情報及び被検体情報更新時刻情報を前記外部機器から取得し、
　前記取得された複数の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報のうち、当該被検体情報
更新時刻情報から前記所定時間以内である被検体情報の被検体を示す被検体リスト情報を
生成して表示部に表示する表示制御部と、
　前記被検体リスト情報に基づく被検体の選択入力を受け付ける選択部と、を備え、
　前記設定部は、前記選択された被検体の被検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に
設定する。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか一項に記載の医用検査装置におい
て、
　被検体を検査して検査データを生成する検査部と、
　前記生成された検査データを前記設定された被検体情報に対応付けて出力先に出力する
出力制御部と、を備える。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれか一項に記載の医用検査装置におい
て、
　前記取得された被検体情報更新時刻情報から所定時間を経過している場合に、検査対象
の被検体の被検体情報の操作入力を受け付ける操作部を備える。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、
　外部機器と、当該外部機器に通信可能であり、被検体を検査し検査データを生成する医
用検査装置と、を備える医用検査システムであって、
　前記外部機器は、
　医療施設に来た被検体の被検体情報と当該被検体情報の更新時刻を示す被検体情報更新
時刻情報とを記憶する記憶部と、
　前記記憶された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報のうち、被検体情報更新時刻情
報から所定時間を経過した被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を削除する削除部と、
　前記医用検査装置からの被検体情報の要求に応じて、最後に更新された被検体情報を前
記記憶部から読み出して応答する応答部と、を備え、
　前記医用検査装置は、
　所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新された被検体情報を前記外部機器



(5) JP 2018-29786 A 2018.3.1

10

20

30

40

50

に要求し、応答された被検体情報を当該外部機器から取得する取得部と、
　前記取得された被検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に設定する設定部と、を備
える。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、検査対象の被検体の被検体情報を容易に取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態の第１の医用検査システムを示すブロック図である。
【図２】電子カルテ端末の機能構成を示すブロック図である。
【図３】診療情報サーバーの機能構成を示すブロック図である。
【図４】超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。
【図５】（ａ）は、第１の検査処理における電子カルテ端末及び超音波診断装置の機能構
成を示すブロック図である。（ｂ）は、第１の検査処理に関する動作の具体例を示すシー
ケンス図である。
【図６】第１の検査処理を示すフローチャートである。
【図７】（ａ）は、第１の被検体情報監視処理及び第２の検査処理における電子カルテ端
末及び超音波診断装置の機能構成を示すブロック図である。（ｂ）は、第１の被検体情報
監視処理及び第２の検査処理に関する動作の第１の具体例を示すシーケンス図である。
【図８】第１の被検体情報監視処理及び第２の検査処理に関する動作の第２の具体例を示
すシーケンス図である。
【図９】（ａ）は、第１の被検体情報監視処理を示すフローチャートである。（ｂ）は、
第２の検査処理を示すフローチャートである。
【図１０】第２の医用検査システムを示すブロック図である。
【図１１】（ａ）は、第３の検査処理における診療情報サーバー及び超音波診断装置の機
能構成を示すブロック図である。（ｂ）は、第３の検査処理に関する動作の具体例を示す
シーケンス図である。
【図１２】第３の検査処理を示すフローチャートである。
【図１３】（ａ）は、第２の被検体情報監視処理、第４の検査処理、被検体情報削除処理
及び被検体情報送信処理における電子カルテ端末３及び超音波診断装置１の機能構成を示
すブロック図である。（ｂ）は、第２の被検体情報監視処理、第４の検査処理、被検体情
報削除処理及び被検体情報送信処理に関する動作の具体例を示すシーケンス図である。
【図１４】（ａ）は、第２の被検体情報監視処理を示すフローチャートである。（ｂ）は
、第４の検査処理を示すフローチャートである。（ｃ）は、被検体情報削除処理を示すフ
ローチャートである。（ｄ）は、被検体情報送信処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る実施の形態、第１、第２、第３の変形例を順に説
明する。ただし、発明の範囲は図示例に限定されない。なお、以下の説明において、同一
の機能及び構成を有するものについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００１９】
（実施の形態）
　図１～図６を参照して、本発明に係る実施の形態を説明する。先ず、図１～図４を参照
して、本実施の形態の装置構成を説明する。図１は、本実施の形態の医用検査システム１
０００を示すブロック図である。図２は、電子カルテ端末３の機能構成を示すブロック図
である。図３は、診療情報サーバー７の機能構成を示すブロック図である。図４は、超音
波診断装置１の機能構成を示すブロック図である。
【００２０】
　本実施の形態の医用検査システム１０００は、医療施設に設置されるコンピューターシ
ステムである。ここでは、医用検査システム１０００は、例えば、病院に設置されるもの
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として説明するが、これに限定されるものではない。
【００２１】
　図１に示すように、医用検査システム１０００は、医用検査装置としての超音波診断装
置１と、外部機器としての電子カルテ端末３と、レセプト端末４と、画像ビューワー５と
、画像サーバー６と、診療情報サーバー７と、を備える。医用検査システム１０００の各
装置は、例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）８を介して接続されている。
【００２２】
　病院内の画像通信方式としては、一般的に、ＤＩＣＯＭ（Digital Imaging and COmmun
ication in Medicine）規格、ＳＴＯＲＡＧＥが用いられる。なお、本実施の形態に適用
可能な通信方式はこれに限定されない。
【００２３】
　例えば、病院には、診察室、待合室、受付所を含むものとする。受付所には、保険点数
計算、会計計算等を行うレセプト端末４が設置され、受付担当者が配置される。受付担当
者は、受付順に個々の患者（以下、被検体ということがある）を区別するための受付番号
（例えば、本日の受付順の通し番号）が印刷された受付番号札を付与する。また、受付担
当者は、例えば、患者の所持する診察カード等を参照して、レセプト端末４に受付番号、
患者氏名及び患者ＩＤ等を対応付けて入力する。レセプト端末４は、入力した患者氏名や
患者ＩＤに対応する患者の詳細な情報が記述された診療録データとしての電子カルテの送
信を診療情報サーバー７に要求する。
【００２４】
　レセプト端末４は、診療情報サーバー７から電子カルテを受信した後、受付担当者は、
レセプト端末４の表示画面にて電子カルテの内容を確認して、レセプト端末４から電子カ
ルテ端末３への電子カルテの送信を指示する。すると、レセプト端末４は、来院した患者
の電子カルテを電子カルテ端末３に送信する。電子カルテ端末３は、医師が患者の診察、
診断等を行う診察室に設置され、患者の電子カルテを表示する。
【００２５】
　更に、受付担当者は、患者の診療終了後、電子カルテに記述された情報に基づき、レセ
プト端末４に会計及びレセプト（会計計算や保険点数請求計算）に関する情報の必要事項
を入力する作業も行う。受付担当者は、レセプトに関する情報の入力が完了してレセプト
端末４の表示画面に表示される診療代金を確認して患者から診療代金を受け取るとともに
、診療領収書を発行して付与する。
【００２６】
　例えば、診察室内の診察用のデスク（図示せず）の上には、電子カルテ端末３、画像ビ
ューワー５が配置されており、診察室内の所定の位置に画像サーバー６、診療情報サーバ
ー７及び超音波診断装置１が配置されている。電子カルテ端末３では、レセプト端末４か
ら電子カルテを受信した順序で複数の診察対象の患者の被検体情報が記憶される。これに
より、患者は診察待ちの状態となる。この間、患者は、待合室で待機することとなる。電
子カルテ端末３は、医師により診察対象の患者の更新操作（所見画面表示）が行われると
、次の診察対象の患者の電子カルテの内容を含む所見画面を表示する。そして、医師は、
その診察対象の患者を診察室に入室させて診察を開始する。医師は、診察を行い、診察内
容を電子カルテ端末３に入力する。医師は、必要に応じて超音波診断装置１を用いて検査
を行う。超音波診断装置１は、検査を行った結果取得した超音波画像データを画像サーバ
ー６に保存する。
【００２７】
　画像サーバー６は、画像ＤＢ（Data Base）を備えており、超音波画像データ等の画像
データを保存する。画像サーバー６に保存された画像データは、画像ビューワー５によっ
て読み出され、画像ビューワー５の表示画面にその医用画像が表示される。医師は、画像
ビューワー５の表示画面に表示された医用画像を使用して患者に説明を行うとともに、所
見を電子カルテ端末３に入力する。診察が終了して医師により電子カルテ端末３に診察終
了指示が入力されると、電子カルテ端末３は、電子カルテをレセプト端末４に送信する。
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そして、患者は診察室から退室し、待合室に戻る。医師は、上述のようにして診察対象の
患者の更新操作を行い、次の患者を診察室に入室させ、診察を行う。
【００２８】
　次いで、図２を参照して、電子カルテ端末３の機能構成を説明する。電子カルテ端末３
は、削除部、応答部としてのＣＰＵ（Central Processing Unit）３１と、操作部３２と
、ＲＡＭ（Random Access Unit）３３と、表示部３４と、記憶部３５と、通信部３６と、
計時部３７と、を備える。電子カルテ端末３の各部は、バス３８を介して接続されている
。
【００２９】
　ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記憶されているシステムプログラムや処理プログラム等の
各種プログラムを読み出してＲＡＭ３３に展開し、展開されたプログラムに従って、電子
カルテ端末３の各部の動作を制御する。
【００３０】
　操作部３２は、カーソルキー、数字入力キー及び各種機能キー等を備えたキーボードと
、マウス等のポインティングデバイスと、を備え、キーボードで押下操作されたキーの押
下信号とポインティングデバイスによる位置等の入力信号とを、操作信号としてＣＰＵ３
１に出力する。
【００３１】
　ＲＡＭ３２は、揮発性の半導体メモリーであり、ＣＰＵ３１により実行される各種処理
において、記憶部３３から読み出されたＣＰＵ３１で実行可能な各種プログラム、入力も
しくは出力データ、及び、パラメーター等を一時的に記憶するワークエリアを形成する。
　
【００３２】
　表示部３４は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やＣＲＴ（Cathode Ray Tu
be）等のモニタを備えて構成されており、ＣＰＵ３１から入力される表示信号の指示に従
って、各種画面を表示する。
【００３３】
　記憶部３５は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や半導体の不揮発メモリー等により構成さ
れ、ＣＰＵ３１で実行されるシステムプログラムや、各種プログラムが記憶されている。
特に、記憶部３５には、第１のカルテ管理プログラムが記憶されているものとする。
【００３４】
　通信部３６は、ネットワークインターフェース等により構成され、ＬＡＮ８に接続され
た外部機器との間でデータの送受信を行う。
【００３５】
　計時部３７は、リアルタイムクロックであり、現在日時を計時し、その現在日時情報を
ＣＰＵ３１に出力する。
【００３６】
　次いで、図３を参照して、診療情報サーバー７の機能的構成について説明する。診療情
報サーバー７は、ＣＰＵ７１と、操作部７２と、ＲＡＭ７３と、表示部７４と、記憶部７
５と、通信部７６と、を備える。診療情報サーバー７の各部は、バス７７を介して接続さ
れている。ＣＰＵ７１、操作部７２、ＲＡＭ７３、表示部７４、記憶部７５、通信部７６
は、電子カルテ端末３のＣＰＵ３１、操作部３２、ＲＡＭ３３、表示部３４、記憶部３５
、通信部３６と同様の機能を有し、その説明を省略する。
【００３７】
　なお、レセプト端末４、画像ビューワー５、画像サーバー６は、何れも電子カルテ端末
３と同様の機能構成となっているため、他の装置についての説明については省略する。
【００３８】
　次いで、図４を参照して、超音波診断装置１の機能構成を説明する。超音波診断装置１
は、患者（被検体）の生体内部組織の状態を超音波画像にして表示出力する医用検査装置
である。すなわち、超音波診断装置１は、被検体内に対して超音波（送信超音波）を送信
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するとともに、この被検体内で反射した超音波の反射波（反射超音波：エコー）を受信す
る。超音波診断装置１は、受信した反射超音波を電気信号に変換し、これに基づいて超音
波画像データを生成する。超音波診断装置１は、生成した超音波画像データに基づき、被
検体内の内部状態を超音波画像として表示する。また、超音波診断装置１は、患者に関す
る情報である被検体情報等に基づいて、生成した超音波画像データに関する付帯情報を生
成する。超音波診断装置１は、超音波画像データに当該付帯情報を付帯して、ＤＩＣＯＭ
規格に則ったＤＩＣＯＭ画像データからなる画像ファイルを生成することができる。
【００３９】
　図４に示すように、超音波診断装置１は、超音波診断装置本体１０１と、超音波探触子
１０２と、を備える。超音波探触子１０２は、被検体内に対して送信超音波を送信すると
ともに、被検体内からの反射超音波を受信する。超音波診断装置本体１０１は、超音波探
触子１０２とケーブルを介して接続され、超音波探触子１０２に電気信号の駆動信号を送
信することによって超音波探触子１０２に被検体内に対して送信超音波を送信させる。ま
た、超音波診断装置本体１０１は、超音波探触子１０２にて受信した被検体内からの反射
超音波に応じて超音波探触子１０２で生成された電気信号である受信信号を受信し、上述
のようにして超音波画像データを生成する。
【００４０】
　超音波診断装置本体１０１は、例えば、選択部、操作部としての操作入力部１０３と、
送受信部１０４と、画像処理部１０５と、表示部１０６と、取得部、設定部、監視部、表
示制御部、出力制御部としての制御部１０７と、記憶部１０８と、通信部１０９と、計時
部１１０と、を備える。
【００４１】
　操作入力部１０３は、例えば、検査開始を指示するコマンド、被検体の個人情報等のデ
ータ、及び、超音波画像を表示部１０６に表示するための各種パラメーターの入力などを
行うための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を備えており
、操作信号を制御部１０７に出力する。
【００４２】
　送受信部１０４は、制御部１０７の制御に従って、超音波探触子１０２に電気信号であ
る駆動信号を供給して超音波探触子１０２に送信超音波を発生させるとともに、超音波探
触子１０２から電気信号である受信信号を受信する回路である。送受信部１０４は、超音
波探触子１０２に配列された複数の振動子を駆動して送信超音波を発生させて走査（スキ
ャン）を行う。送受信部１０４は、受信信号に対して所定の増幅率で増幅させてＡ／Ｄ変
換を行った後、整相加算処理を行うことによって受信ビームフォーミングを行うことがで
きる。すなわち、送受信部１０４は、被検体の検査対象部位を撮像する撮像部を構成する
ということができる。
【００４３】
　画像処理部１０５は、整相加算処理された受信信号に対して包絡線検波処理や対数圧縮
などを実施し、ダイナミックレンジやゲインの調整を行って輝度変換することにより、Ｂ
モード画像データを生成することができる。すなわち、Ｂモード画像データは、受信信号
の強さを輝度によって表したものである。画像処理部１０５は、このようにして生成され
たＢモード画像データからフレーム単位の超音波画像データを生成する。このフレーム単
位での超音波画像データをフレーム画像データということがある。画像処理部１０５は、
例えば、１０秒分のフレーム画像データを保持可能な大容量メモリーを備えている。
【００４４】
　表示部１０６は、ＬＣＤやＣＲＴディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部
１０６は、画像処理部１０５によって生成されたフレーム画像データに基づく超音波画像
を表示画面上に表示する。
【００４５】
　制御部１０７は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭを備えて構成
され、ＲＯＭに記憶されているシステムプログラム等の各種処理プログラムを読み出して
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ＲＡＭに展開し、展開したプログラムに従って超音波診断装置１の各部の動作を制御する
。ＲＡＭは、ＣＰＵにより実行される各種プログラム及びこれらプログラムに係るデータ
を一時的に記憶するワークエリアを形成する。ＲＯＭは、半導体等の不揮発メモリー等に
より構成され、超音波診断装置１に対するシステムプログラム及び該システムプログラム
上で実行可能な、初期設定プログラムや超音波診断プログラム等の各種処理プログラムや
、各種データ等を記憶する。これらのプログラムは、コンピュータが読み取り可能なプロ
グラムコードの形態で格納され、ＣＰＵは、当該プログラムコードに従った動作を逐次実
行する。特に、ＲＯＭには、第１の検査プログラムが記憶されているものとする。
【００４６】
　記憶部１０８は、例えば、ＨＤＤ等の大容量記録媒体によって構成されており、上述し
たようにして生成された超音波画像データを保存することができる。ここで、記憶部１０
８は、超音波画像データとして、１フレーム分の静止画の画像データである静止画像デー
タと、数フレーム分の静止画像データを動画表示可能に生成された動画データとを保存す
ることができる。また、本実施の形態では、後述する被検体情報が記憶されている。なお
、上述したＨＤＤの他、ＣＤ－Ｒ（Compact Disk-Recordable）等の可搬型記録媒体と、
これにデータを記録するためのＣＤ－Ｒドライブ等のデータ読出書込装置を備え、これら
により記憶部１０８を構成するようにしてもよい。また、記憶部１０８は、上述のように
して生成されたＤＩＣＯＭ画像データからなる画像ファイルを保存できるようにしてもよ
い。
【００４７】
　通信部１０９は、ＬＡＮコネクターを備え、ＬＡＮ８を介して接続された各装置との間
でデータの送受信を行う。
【００４８】
　計時部１１０は、リアルタイムクロックであり、現在日時を計時し、その現在日時情報
を制御部１０７に出力する。
【００４９】
　超音波診断装置１が備える各部について、各々の機能ブロックの一部又は全部の機能は
、集積回路などのハードウェア回路として実現することができる。集積回路とは、例えば
ＬＳＩ（Large Scale Integration）であり、ＬＳＩは集積度の違いにより、ＩＣ、シス
テムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。また、集積回路
化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよいし
、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）やＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。また、各々の機能
ブロックの一部又は全部の機能をソフトウェアにより実行するようにしてもよい。この場
合、このソフトウェアは一つ又はそれ以上のＲＯＭなどの記憶媒体、光ディスク、又はハ
ードディスクなどに記憶されており、このソフトウェアが演算処理器により実行される。
【００５０】
　次に、図５及び図６を参照して、医用検査システム１０００の動作を説明する。図５（
ａ）は、第１の検査処理における電子カルテ端末３及び超音波診断装置１の機能構成を示
すブロック図である。図５（ｂ）は、第１の検査処理に関する動作の具体例を示すシーケ
ンス図である。図６は、第１の検査処理を示すフローチャートである。
【００５１】
　図５（ａ）に示すように、電子カルテ端末３において、ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記
憶された第１のカルテ管理プログラムに従い、第１のカルテ管理処理を実行する。この第
１のカルテ管理処理の実行の主体をカルテ管理部３１Ａとする。また、記憶部３５には、
電子カルテの頭書ファイルとしての各患者の被検体情報を格納し、外部の超音波診断装置
１からも内部データの更新、削除が可能な共有フォルダー３５Ａが記憶されている。被検
体情報は、患者の基本情報であり、例えば、患者の氏名、患者ＩＤ、性別を含む。また、
記憶部３５には、電子カルテを格納する電子カルテフォルダー（図示略）も記憶されてい
る。
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【００５２】
　カルテ管理部３１Ａは、通信部３６を介して、来院した診察対象の患者の電子カルテを
レセプト端末４から受信すると、当該電子カルテを電子カルテフォルダーに格納する。ま
た、カルテ管理部３１Ａは、操作部３２を介して、次の診察対象の患者の所見画面表示指
示を医師から入力されると、次の診察対象の患者の電子カルテを電子カルテフォルダーか
ら読み出し、読み出した電子カルテを含む所見画面情報を作成し、表示部３４に所見画面
情報を所見画面として表示するとともに、計時部３７から現在日時情報を取得し、所見画
面情報を表示中の患者の電子カルテから被検体情報を抽出して、抽出した被検体情報を、
取得した現在日時情報としての被検体情報更新時刻情報に対応付けて共有フォルダー３５
Ａに格納する。
【００５３】
　そして、超音波診断装置１において、例えば操作入力部１０３を介して、第１の検査処
理の実行指示が医師から入力されたことをトリガとして、制御部１０７は、ＲＯＭに記憶
された第１の検査プログラムに従い、第１の検査処理を実行する。この第１の検査処理の
実行主体を検査管理部１０７Ａとする。
【００５４】
　図６に示すように、先ず、検査管理部１０７Ａは、操作入力部１０３を介して、超音波
診断の検査開始の操作入力がされたか否かを判別する（ステップＳ１１）。検査開始の操
作入力がされていない場合（ステップＳ１１；ＮＯ）、ステップＳ１１に移行される。検
査開始の操作入力がされた場合（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、検査管理部１０７Ａは、通
信部１０９を介して、電子カルテ端末３の共有フォルダー３５Ａから、次の診察対象の患
者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を取得するとともに、当該取得した被検体情
報及び被検体情報更新時刻情報を共有フォルダー３５Ａから削除する（ステップＳ１２）
。
【００５５】
　そして、検査管理部１０７Ａは、計時部１１０から現在日時情報を取得し、取得した現
在日時情報を用いて、ステップＳ１２で取得した被検体情報更新時刻情報から予め固定的
に設定された所定時間が経過しているか否かを判別する（ステップＳ１３）。ステップＳ
１３の所定時間は、既に診察した患者の所見画面の消し忘れが発生しているか否かを判別
するための経過時間であり、例えば５分である。
【００５６】
　所定時間が経過していない場合（ステップＳ１３；ＮＯ）、検査管理部１０７Ａは、ス
テップＳ１２で取得した被検体情報を検査対象の患者の被検体情報として設定し、表示部
１０６に表示する（ステップＳ１４）。所定時間が経過している場合（ステップＳ１３；
ＹＥＳ）、検査管理部１０７Ａは、被検体情報を入力するための被検体情報入力画面情報
を生成して表示部１０６に表示し、操作入力部１０３を介して、医師からの次の検査対象
の患者の被検体情報の入力を受け付ける（ステップＳ１５）。
【００５７】
　そして、検査管理部１０７Ａは、操作入力部１０３を介する医師からの各種操作入力に
基づき、検査対象の患者の超音波診断の検査処理を行い、超音波画像データを生成する（
ステップＳ１６）。医師は、超音波探触子１０２を検査対象の患者の被検体に当て、超音
波画像データを生成させ、フリーズ操作等の各種操作入力を行う。
【００５８】
　そして、検査管理部１０７Ａは、操作入力部１０３を介する医師からの超音波画像デー
タの保存指示入力に基づき、ステップＳ１６で生成された保存対象の超音波画像データを
、ステップＳ１２又はＳ１５で取得又は入力された被検体情報に対応付けて、通信部１０
９を介して、画像サーバー６に記憶し（ステップＳ１７）、第１の検査処理を終了する。
【００５９】
　次いで、図５（ｂ）を参照して、第１の検査処理に関する動作の具体例を説明する。先
ず、受付を済ませた一人の診察対象の患者が診察室に入室する。そして、医師により、操
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作部３２を介して、診察対象の患者の電子カルテを含む所見画面の表示指示が操作入力さ
れ、所見画面情報が表示部３４に表示される。すると、電子カルテ端末３のカルテ管理部
３１Ａにより、診察対象の患者の被検体情報が被検体情報更新時刻情報とともに共有フォ
ルダー３５Ａに格納される。
【００６０】
　そして、医師により、超音波診断装置１の操作入力部１０３を介して、検査対象の患者
の超音波診断の検査開始指示が操作入力され、ステップＳ１２において、検査管理部１０
７Ａが、共有フォルダー３５Ａから診察対象の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻
情報を取得して共有フォルダー３５Ａ内の取得した被検体情報及び被検体情報更新時刻情
報を削除する。そして、ステップＳ１３において、検査管理部１０７Ａが、取得した被検
体情報更新時刻情報が現在日時情報から所定時間経過していないと判別し、ステップＳ１
４において、検査管理部１０７Ａが、取得した被検体情報を検査対象の患者の被検体情報
として設定する。そして、ステップＳ１６，Ｓ１７において、超音波診断の検査を開始し
、検査で生成された超音波画像データを検査対象の患者の被検体情報に対応付けて画像サ
ーバー６に記憶する。そして、診察終了後、医師により、操作部３２を介して、診察対象
（検査対象）の患者の所見画面の表示終了指示が操作入力され、表示部３４における所見
画面情報の表示が終了される。
【００６１】
　以上、本実施の形態によれば、超音波診断装置１は、患者の被検体情報及び被検体情報
更新時刻情報を記憶する電子カルテ端末３と通信可能であり、患者を検査し超音波画像デ
ータを生成する。超音波診断装置１は、所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に
更新された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を取得し、取得された被検体情報更新
時刻情報から所定時間以内の場合に、取得された被検体情報を検査対象の患者の被検体情
報に設定する制御部１０７（検査管理部１０７Ａ）を備える。このため、検査対象の患者
の被検体情報を容易に取得して設定できる。
【００６２】
　また、所定の操作入力は、検査開始の操作入力である。このため、必要な操作のついで
に、検査対象の患者の被検体情報を取得できるので、操作負担を低減できる。
【００６３】
　また、超音波診断装置１は、所定の操作入力が行われたタイミングで、最後に更新され
た被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を電子カルテ端末３から取得する。このため、
所定周期で被検体情報にアクセスせず、被検体情報のアクセス頻度を低減でき、超音波診
断装置１の処理負担を低減できる。
【００６４】
　また、超音波診断装置１は、患者（被検体）に超音波診断の検査をして超音波画像デー
タを生成する超音波探触子１０２、送受信部１０４、画像処理部１０５を備え、検査管理
部１０７Ａは、生成された超音波画像データを設定された被検体情報に対応付けて画像サ
ーバー６に出力し記憶する。このため、超音波画像データを容易に被検体情報に対応付け
ることができる。
【００６５】
　また、超音波診断装置１は、取得された被検体情報更新時刻情報から所定時間を経過し
ている場合に、検査対象の患者の被検体情報の操作入力を受け付ける操作入力部１０３を
備える。このため、取得した被検体情報が検査対象の患者のものでなくても、操作入力に
より検査対象の患者の被検体情報を確実に取得できる。
【００６６】
　（第１の変形例）
　図７（ａ）～図９を参照して、上記実施の形態の第１の変形例を説明する。本変形例の
装置構成として、上記実施の形態と同様に、医用検査システム１０００が用いられる。但
し、超音波診断装置１の制御部１０７のＲＯＭには、第１の検査プログラムに代えて、第
１の被検体情報監視プログラム及び第２の検査プログラムが記憶されているものとする。



(12) JP 2018-29786 A 2018.3.1

10

20

30

40

50

【００６７】
　次に、図７（ａ）～図９を参照して、医用検査システム１０００の動作を説明する。図
７（ａ）は、第１の被検体情報監視処理及び第２の検査処理における電子カルテ端末３及
び超音波診断装置１の機能構成を示すブロック図である。図７（ｂ）は、第１の被検体情
報監視処理及び第２の検査処理に関する動作の第１の具体例を示すシーケンス図である。
図８は、第１の被検体情報監視処理及び第２の検査処理に関する動作の第２の具体例を示
すシーケンス図である。図９（ａ）は、第１の被検体情報監視処理を示すフローチャート
である。図９（ｂ）は、第２の検査処理を示すフローチャートである。
【００６８】
　先ず、図７（ａ）に示すように、電子カルテ端末３において、上記実施の形態と同様に
、第１のカルテ管理処理の実行の主体をカルテ管理部３１Ａとし、カルテ管理部３１Ａに
よる、電子フォルダーへの電子カルテ格納、次の診察対象の患者の所見画面表示指示の操
作入力に応じた診察対象の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報の生成及び共有
フォルダー３５Ａへの格納がなされる。
【００６９】
　これと並行して、第１の被検体情報監視処理が実行される。第１の被検体情報監視処理
は、所定周期で繰り返し実行される。超音波診断装置１において、計時部１１０からの現
在日時情報が前回の第１の被検体情報監視処理実行から所定周期経過したことをトリガと
して、制御部１０７は、ＲＯＭに記憶された第１の被検体情報監視プログラムに従い、第
１の被検体情報監視処理を実行する。この第１の被検体情報監視処理の実行主体を被検体
情報監視部１０７Ｂとする。
【００７０】
　図９（ａ）に示すように、先ず、被検体情報監視部１０７Ｂは、通信部１０９を介して
、電子カルテ端末３の共有フォルダー３５Ａをデータチェック（ポーリング）し、被検体
情報が格納されているか否かを判別する（ステップＳ２１）。被検体情報が格納されてい
ない場合（ステップＳ２１；ＮＯ）、第１の被検体情報監視処理が終了する。被検体情報
が格納されている場合（ステップＳ２１；ＹＥＳ）、被検体情報監視部１０７Ｂは、通信
部１０９を介して、共有フォルダー３５Ａから次の診療対象の患者の被検体情報及び被検
体情報更新時刻情報を取得して記憶部１０８に記憶するとともに、当該取得した被検体情
報及び被検体情報更新時刻情報を共有フォルダー３５Ａから削除し（ステップＳ２２）、
第１の被検体情報監視処理を終了する。
【００７１】
　そして、超音波診断装置１において、例えば操作入力部１０３を介して、第２の検査処
理の実行指示が医師から入力されたことをトリガとして、制御部１０７は、ＲＯＭに記憶
された第２の検査プログラムに従い、第２の検査処理を実行する。この第２の検査処理の
実行主体を検査管理部１０７Ａとする。
【００７２】
　図９（ｂ）に示すように、ステップＳ３１は、図６の第１の検査処理のステップＳ１１
と同様である。検査開始の操作入力がされた場合（ステップＳ３１；ＹＥＳ）、検査管理
部１０７Ａは、記憶部１０８からステップＳ２２で記憶された診療対象の患者の被検体情
報及び被検体情報更新時刻情報を読み出す（ステップＳ３２）。ステップＳ３３～Ｓ３７
は、図６の第１の検査処理のステップＳ１３～Ｓ１７と同様である。
【００７３】
　次いで、図７（ｂ）を参照して、第１の被検体情報監視処理及び第２の検査処理に関す
る動作の第１の具体例を説明する。先ず、受付を済ませた一人の診察対象の患者が診察室
に入室する。そして、医師により、操作部３２を介して、診察対象の患者の電子カルテを
含む所見画面の表示指示が操作入力され、所見画面情報が表示部３４に表示される。する
と、電子カルテ端末３のカルテ管理部３１Ａにより、診察対象の患者の被検体情報が被検
体情報更新時刻情報とともに共有フォルダー３５Ａに格納される。
【００７４】
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　これと並行して、被検体情報監視部１０７Ｂが、第１の被検体情報監視処理を所定周期
で繰り返し実行している。そして、被検体情報監視部１０７Ｂが、ステップＳ２２におい
て、共有フォルダー３５Ａから診察対象の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報
を取得して記憶部１０８に記憶し、共有フォルダー３５Ａ内の取得した被検体情報及び被
検体情報更新時刻情報を削除する。
【００７５】
　そして、医師により、超音波診断装置１の操作入力部１０３を介して、検査対象の患者
の超音波診断の検査開始指示が操作入力され、ステップＳ３２において、検査管理部１０
７Ａが、記憶部１０８から患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を読み出す。そ
して、検査管理部１０７Ａが、ステップＳ３３において、読み出した被検体情報更新時刻
情報が現在日時情報から所定時間経過していないと判別し、ステップＳ３４において、読
み出した被検体情報を検査対象の患者の被検体情報として設定する。ステップＳ３６，Ｓ
３７において、超音波診断の検査を開始し、検査で生成された超音波画像データを検査対
象の患者の被検体情報に対応付けて画像サーバー６に記憶する。そして、医師により、超
音波診断装置１の操作入力部１０３を介して、超音波診断の検査終了指示が操作入力され
、超音波診断装置１の検査が終了される。診察終了後、医師により、操作部３２を介して
、診察対象の患者の所見画面の表示終了指示が操作入力され、表示部３４における所見画
面情報の表示が終了される。
【００７６】
　次いで、図８を参照して、第１の被検体情報監視処理及び第２の検査処理に関する動作
の第２の具体例を説明する。所見画面情報表示と、被検体情報監視部１０７Ｂによる第１
の被検体情報監視処理は、本変形例の第１の具体例と同様である。ここでは、例えば、共
有フォルダー３５Ａに格納された被検体情報が、前に診察した患者のものであり、前に診
察した患者の所見画面情報の消し忘れが発生していた場合とする。このため、医師により
、操作部３２を介して、診察対象の患者の所見画面の表示終了指示が操作入力され、表示
部３４における所見画面情報の表示が終了される。
【００７７】
　そして、医師により、超音波診断装置１の操作入力部１０３を介して、検査対象の患者
の超音波診断の検査開始指示が操作入力され、ステップＳ３２において、検査管理部１０
７Ａが、記憶部１０８から患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を読み出す。そ
して、ステップＳ３３において、検査管理部１０７Ａが、読み出した被検体情報更新時刻
情報が現在日時情報から所定時間経過していると判別する。読み出した被検体情報が前に
診察した患者のものであり、所見画面情報表示開始から長い時間が経過しているからであ
る。
【００７８】
　そして、ステップＳ３５において、検査管理部１０７Ａが、被検体情報入力画面情報を
表示部１０６に表示し、操作入力部１０３を介して、医師からの検査対象の患者の被検体
情報の操作入力を受け付ける。そして、検査管理部１０７Ａが、超音波診断の検査を開始
し、検査で生成された超音波画像データを検査対象の患者の被検体情報に対応付けて画像
サーバー６に記憶する。
【００７９】
　以上、本変形例によれば、超音波診断装置１は、記憶部１０８と、電子カルテ端末３が
被検体情報を記憶しているか否かを所定周期で確認し、記憶している場合に、当該被検体
情報及び当該被検体情報更新時刻情報を取得して記憶部１０８に記憶する制御部１０７（
被検体情報監視部１０７Ｂ）と、を備える。検査管理部１０７Ａは、所定の操作入力が行
われたタイミングで、最後に更新された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を記憶部
１０８から読み出して取得する。このため、検査対象の患者の被検体情報を容易且つ確実
に取得して設定できる。
【００８０】
　（第２の変形例）



(14) JP 2018-29786 A 2018.3.1

10

20

30

40

50

　図１０～図１２を参照して、上記実施の形態の第２の変形例を説明する。先ず、図１０
を参照して、本変形例の装置構成を説明する。図１０は、医用検査システム１０００Ａを
示すブロック図である。但し、本変形例の装置構成において、上記実施の形態の医用検査
システム１０００と同一の部分には同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００８１】
　図１０に示すように、医用検査システム１０００Ａは、超音波診断装置１と、電子カル
テ端末３Ａと、電子カルテ端末３Ｂと、レセプト端末４と、画像ビューワー５と、画像サ
ーバー６と、診療情報サーバー７と、を備える。医用検査システム１０００Ａの各装置は
、ＬＡＮ８を介して接続されている。
【００８２】
　電子カルテ端末３Ａ，３Ｂは、上記実施の形態の電子カルテ端末３と同様の構成を有す
る。医用検査システム１０００Ａが設置される医療施設としての病院は、第１の診察室、
第２の診察室を有するものとする。電子カルテ端末３Ａは、第１の診察室に設置されてい
るものとする。電子カルテ端末３Ｂ及び超音波診断装置１は、第２の診察室に設置されて
いるものとする。
【００８３】
　また、超音波診断装置１の制御部１０７のＲＯＭには、第１の検査プログラムに代えて
、第３の検査プログラムが記憶されているものとし、診療情報サーバー７の記憶部７５に
は、第２のカルテ管理プログラムが記憶されているものとする。
【００８４】
　次に、図１１（ａ）～図１２を参照して、医用検査システム１０００Ａの動作を説明す
る。図１１（ａ）は、第３の検査処理における診療情報サーバー７及び超音波診断装置１
の機能構成を示すブロック図である。図１１（ｂ）は、第３の検査処理に関する動作の具
体例を示すシーケンス図である。図１２は、第３の検査処理を示すフローチャートである
。
【００８５】
　先ず、図１０（ａ）に示すように、診療情報サーバー７において、ＣＰＵ７１は、記憶
部７５に記憶された第２のカルテ管理プログラムに従い、第２のカルテ管理処理を実行す
る。この第２のカルテ管理処理の実行の主体をカルテ管理部７１Ａとする。また、記憶部
７５には、電子カルテの頭書ファイルとしての各患者の被検体情報を格納し、外部の超音
波診断装置１からも内部データの更新、削除が可能な共有フォルダー７５Ａが記憶されて
いる。
【００８６】
　電子カルテ端末３Ａ，３Ｂは、それぞれ、電子カルテ端末３と同様に、カルテ管理部３
１Ａを有する。電子カルテ端末３Ａ，３Ｂのカルテ管理部３１Ａは、電子カルテを含む所
見画面情報を表示する際に、被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を生成する。そして
、電子カルテ端末３Ａ，３Ｂのカルテ管理部３１Ａは、通信部３６を介して、生成した被
検体情報及び被検体情報更新時刻情報を共有フォルダー７５Ａに格納するものとする。ま
た、レセプト端末４は、来院した患者の受付時に、被検体情報及び被検体情報更新時刻情
報を生成して、共有フォルダー７５Ａに格納するものとする。このように、共有フォルダ
ー７５Ａには、受付時の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報と、第１の診察室
及び第２の診察室の診察対象の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報と、が格納
される。
【００８７】
　そして、超音波診断装置１において、例えば操作入力部１０３を介して、第３の検査処
理の実行指示が医師から入力されたことをトリガとして、制御部１０７は、ＲＯＭに記憶
された第３の検査プログラムに従い、第３の検査処理を実行する。この第３の検査処理の
実行主体を検査管理部１０７Ａとする。
【００８８】
　図１２に示すように、ステップＳ４１は、図６の第１の検査処理のステップＳ１１と同
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様である。検査開始の操作入力がされた場合（ステップＳ４１；ＹＥＳ）、検査管理部１
０７Ａは、通信部１０９を介して、診療情報サーバー７の共有フォルダー７５Ａから、全
ての被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を取得する（ステップＳ４２）。
【００８９】
　そして、検査管理部１０７Ａは、計時部１１０から現在日時情報を取得し、取得した現
在日時情報を用いて、ステップＳ４２で取得した全ての被検体情報更新時刻情報から予め
固定的に設定された所定時間が経過しているか否かを判別する（ステップＳ４３）。ステ
ップＳ４３の所定時間は、既に診察した患者の所見画面の消し忘れに加えて、受付からの
診察終了が発生しているか否かを判別するための経過時間であり、例えば２０分である。
【００９０】
　所定時間が経過していない場合（ステップＳ４３；ＮＯ）、検査管理部１０７Ａは、ス
テップＳ４２で取得した全ての被検体情報のうちの被検体情報更新時刻情報から所定時間
経過していない被検体情報から、所定時間経過していない患者の氏名のリストである被検
体リスト情報を生成する（ステップＳ４４）。そして、検査管理部１０７Ａは、通信部１
０９を介して、所定時間経過した被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を共有フォルダ
ー７５Ａから削除する（ステップＳ４５）。
【００９１】
　そして、検査管理部１０７Ａは、ステップＳ４４で生成した被検体リスト情報を表示部
１０６に表示し、操作入力部１０３を介して、医師からの被検体リスト情報のうちの次の
診療対象の患者の選択入力を受け付ける（ステップＳ４６）。そして、検査管理部１０７
Ａは、通信部１０９を介して、ステップＳ４６で選択された被検体情報及び被検体情報更
新時刻情報を共有フォルダー７５Ａから削除する（ステップＳ４７）。そして、検査管理
部１０７Ａは、ステップＳ４６で入力された患者選択情報に対応するステップＳ４２で取
得した被検体情報を検査対象の患者の被検体情報として設定し、表示部１０６に表示する
（ステップＳ４８）。
【００９２】
　所定時間が経過した場合（ステップＳ４３；ＹＥＳ）、検査管理部１０７Ａは、通信部
１０９を介して、所定時間経過した被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を共有フォル
ダー７５Ａから削除する（ステップＳ４９）。ステップＳ５０，Ｓ５１は、図６の第１の
検査処理のステップＳ１５，Ｓ１６と同様である。そして、検査管理部１０７Ａは、操作
入力部１０３を介する医師からの超音波画像データの保存指示入力に基づき、ステップＳ
５１で生成された保存対象の超音波画像データを、ステップＳ４６又はＳ４９で選択又は
入力された被検体情報に対応付けて、通信部１０９を介して、画像サーバー６に記憶し（
ステップＳ５２）、第３の検査処理を終了する。
【００９３】
　次いで、図１１（ｂ）を参照して、第３の検査処理に関する動作の具体例を説明する。
先ず、受付を済ませた患者Ｃ，Ｄが待合室におり、診療情報サーバー７の共有フォルダー
７５Ａに患者Ｃ，Ｄの被検体情報及び受付時の被検体情報更新情報が格納されている。そ
して、来院した患者Ａが受付担当者の案内で受付を済ませ、レセプト端末４により、患者
Ａの被検体情報及び受付時の被検体情報更新情報が共有フォルダー７５Ａに格納される。
そして、来院した患者Ｂが受付を済ませ、レセプト端末４により、患者Ｂの被検体情報及
び受付時の被検体情報更新情報が共有フォルダー７５Ａに格納される。
【００９４】
　第１の診察室に医師ａが配置され、第２の診察室に医師ｂが配置されているものとする
。そして、医師ａの案内により患者Ｃが第１の診察室に入室する。そして、医師ａにより
、電子カルテ端末３Ａの操作部３２を介して、検査対象の患者Ｃの電子カルテを含む所見
画面の表示指示が操作入力され、所見画面情報が表示部３４に表示される。すると、電子
カルテ端末３Ａのカルテ管理部３１Ａにより、診察対象の患者Ｃの被検体情報が所見画面
表示時の被検体情報更新時刻情報とともに更新されて共有フォルダー７５Ａに格納される
。そして、医師ｂの案内により患者Ｄが第２の診察室に入室する。そして、医師ｂにより
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、電子カルテ端末３Ｂの操作部３２を介して、診察対象の患者Ｄの所見画面の表示指示が
操作入力され、所見画面情報が表示部３４に表示される。すると、電子カルテ端末３Ｂの
カルテ管理部３１Ａにより、診察対象の患者Ｄの被検体情報が所見画面表示時の被検体情
報更新時刻情報とともに更新されて共有フォルダー７５Ａに格納される。
【００９５】
　そして、医師ｂにより、超音波診断装置１の操作入力部１０３を介して、検査対象の患
者の超音波診断の検査開始指示が操作入力され、ステップＳ４２において、検査管理部１
０７Ａが、共有フォルダー７５Ａから、全ての患者Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの被検体情報及び被検
体情報更新時刻情報を読み出す。そして、ステップＳ４３において、検査管理部１０７Ａ
が、読み出した患者Ｂ，Ｃ，Ｄの被検体情報更新時刻情報が現在日時情報から所定時間経
過していないと判別し、ステップＳ４４，Ｓ４５において、患者Ｂ，Ｃ，Ｄの被検体リス
ト情報を生成し、所定時間経過した患者Ａの被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を共
有フォルダー７５Ａから削除する。
【００９６】
　そして、ステップＳ４６，Ｓ４７において、検査管理部１０７Ａが、患者Ｂ，Ｃ，Ｄの
被検体リスト情報が表示部１０６に表示され、操作入力部１０３を介して、医師ｂからの
患者Ｄの患者選択情報を受け付け、選択した患者Ｄの被検体情報及び被検体情報更新時刻
情報を共有フォルダー７５Ａから削除する。ステップＳ４８において、検査管理部１０７
Ａが、選択された被検体情報を検査対象の患者の被検体情報として設定する。そして、ス
テップＳ５１，Ｓ５２において、超音波診断の検査を開始し、検査で生成された超音波画
像データを検査対象の患者Ｄの被検体情報に対応付けて画像サーバー６に記憶する。
【００９７】
　以上、本変形例によれば、診療情報サーバー７は、複数の患者の被検体情報及び被検体
情報更新時刻情報を記憶する。検査管理部１０７Ａは、所定の操作入力が行われたタイミ
ングで、複数の患者の最後に更新された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を診療情
報サーバー７から取得し、取得された複数の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報のう
ち、被検体情報更新時刻情報から所定時間以内である被検体情報の被検体を示す被検体リ
スト情報を生成して表示部１０６に表示する。操作入力部１０３は、被検体リスト情報に
基づく被検体の選択入力を受け付ける。検査管理部１０７Ａは、選択された被検体の被検
体情報を検査対象の被検体の被検体情報に設定する。このため、検査対象の患者の被検体
情報を容易に取得及び選択して正確に設定できる。
【００９８】
　（第３の変形例）
　図１３（ａ）～図１４（ｄ）を参照して、上記実施の形態の第３の変形例を説明する。
本変形例の装置構成として、上記実施の形態と同様に、医用検査システム１０００が用い
られる。但し、超音波診断装置１の制御部１０７のＲＯＭには、第１の検査プログラムに
代えて、第４の検査プログラムが記憶されているものとする。電子カルテ端末３の記憶部
３５には、第１のカルテ管理プログラムに加えて、第２の被検体情報管理プログラム、被
検体情報削除プログラム、被検体情報送信プログラムが記憶されているものとする。
【００９９】
　次に、図１３（ａ）～図１４（ｄ）を参照して、医用検査システム１０００の動作を説
明する。図１３（ａ）は、第２の被検体情報監視処理、第４の検査処理、被検体情報削除
処理及び被検体情報送信処理における電子カルテ端末３及び超音波診断装置１の機能構成
を示す図である。図１３（ｂ）は、第２の被検体情報監視処理、第４の検査処理、被検体
情報削除処理及び被検体情報送信処理に関する動作の具体例を示すシーケンス図である。
図１４（ａ）は、第２の被検体情報監視処理を示すフローチャートである。図１４（ｂ）
は、第４の検査処理を示すフローチャートである。図１４（ｃ）は、被検体情報削除処理
を示すフローチャートである。図１４（ｄ）は、被検体情報送信処理を示すフローチャー
トである。
【０１００】
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　先ず、図１３（ａ）に示すように、電子カルテ端末３において、上記実施の形態と同様
に、カルテ管理処理の実行の主体をカルテ管理部３１Ａとし、カルテ管理部３１Ａによる
、電子フォルダーへの電子カルテ格納、次の診察対象の患者の所見画面表示指示の操作入
力に応じた診察対象の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報の生成及び共有フォ
ルダー３５Ａへの格納がなされる。
【０１０１】
　これと並行して、第２の被検体情報監視処理が実行される。第２の被検体情報監視処理
は、所定周期で繰り返し実行される。電子カルテ端末３において、計時部３７からの現在
日時情報が前回の第２の被検体情報監視処理実行から所定周期経過したことをトリガとし
て、ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記憶された第２の被検体情報監視プログラムに従い、第
２の被検体情報監視処理を実行する。この第２の被検体情報監視処理の実行主体を被検体
情報監視部３１Ｂとする。
【０１０２】
　図１４（ａ）に示すように、先ず、被検体情報監視部３１Ｂは、共有フォルダー３５Ａ
をデータチェックし、被検体情報が格納されているか否かを判別する（ステップＳ６１）
。被検体情報が格納されていない場合（ステップＳ６１；ＮＯ）、第２の被検体情報監視
処理が終了する。被検体情報が格納されている場合（ステップＳ６１；ＹＥＳ）、被検体
情報監視部３１Ｂは、共有フォルダー３５Ａから次の診療対象の患者の被検体情報及び被
検体情報更新時刻情報を取得して記憶部３５の共有フォルダー３５Ａ以外（例えば所定フ
ォルダー（図示略））に記憶するとともに、当該取得した被検体情報及び被検体情報更新
時刻情報を共有フォルダー３５Ａから削除し（ステップＳ６２）、第２の被検体情報監視
処理を終了する。
【０１０３】
　そして、超音波診断装置１において、例えば操作入力部１０３を介して、第３の検査処
理の実行指示が医師から入力されたことをトリガとして、制御部１０７は、ＲＯＭに記憶
された第４の検査プログラムに従い、第４の検査処理を実行する。この第４の検査処理の
実行主体を検査管理部１０７Ａとする。
【０１０４】
　図１４（ｂ）に示すように、ステップＳ７１は、図６の第１の検査処理のステップＳ１
１と同様である。検査開始の操作入力がされた場合（ステップＳ７１；ＹＥＳ）、検査管
理部１０７Ａは、通信部１０９を介して、被検体情報要求を電子カルテ端末３（被検体情
報監視部３１Ｂ）に送信する（ステップＳ７２）。そして、検査管理部１０７Ａは、通信
部１０９を介して、被検体情報を電子カルテ端末３（被検体情報監視部３１Ｂ）から受信
したか否かを判別する（ステップＳ７３）。
【０１０５】
　被検体情報を受信した場合（ステップＳ７３；ＹＥＳ）、検査管理部１０７Ａは、ステ
ップＳ７３で受信した被検体情報を検査対象の患者の被検体情報として設定し、表示部１
０６に表示する（ステップＳ７４）。タイムアウトにより被検体情報を受信していない場
合（ステップＳ７３；ＮＯ）、ステップＳ７５に移行される。ステップＳ７５，Ｓ７６は
、図６の第１の検査処理のステップＳ１５，Ｓ１６と同様である。そして、検査管理部１
０７Ａは、操作入力部１０３を介する医師からの超音波画像データの保存指示入力に基づ
き、ステップＳ７６で生成された保存対象の超音波画像データを、ステップＳ７３，Ｓ７
５で受信又は入力された被検体情報に対応付けて、通信部１０９を介して、画像サーバー
６に記憶し（ステップＳ７７）、第４の検査処理を終了する。
【０１０６】
　また、第２の被検体情報監視処理、第４の検査処理と並行して、被検体情報削除処理が
実行される。被検体情報削除処理は、所定周期で繰り返し実行される。電子カルテ端末３
において、計時部３７からの現在日時情報が被検体情報削除処理実行から所定周期経過し
たことをトリガとして、ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記憶された被検体情報削除プログラ
ムに従い、被検体情報削除処理を実行する。この被検体情報削除処理の実行主体を被検体
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情報監視部３１Ｂとする。
【０１０７】
　図１４（ｃ）に示すように、被検体情報監視部３１Ｂは、被検体情報及び被検体情報更
新時刻情報を記憶部３５の共有フォルダー３５Ａ以外から読み出し、計時部３７から現在
日時情報を取得し、取得した現在日時情報を用いて、読み出した被検体情報更新時刻情報
から予め固定的に設定された所定時間が経過しているか否かを判別する（ステップＳ８１
）。ステップＳ８１の所定時間は、既に診察した患者の所見画面の消し忘れが発生してい
るか否かを判別するための経過時間であり、例えば５分である。
【０１０８】
　所定時間が経過している場合（ステップＳ８１；ＹＥＳ）、被検体情報監視部３１Ｂは
、ステップＳ８２で読み出された被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を記憶部３５か
ら削除し（ステップＳ８２）、被検体情報削除処理を終了する。所定時間が経過していな
い場合（ステップＳ８１；ＮＯ）、被検体情報削除処理が終了する。
【０１０９】
　また、第４の検査処理と並行して、被検体情報送信処理が実行される。電子カルテ端末
３において、第４の検査処理のステップＳ７２に対応して、通信部３６を介して、被検体
情報要求を超音波診断装置１（検査管理部１０７Ａ）から受信開始したことをトリガとし
て、ＣＰＵ３１は、記憶部３５に記憶された被検体情報送信プログラムに従い、被検体情
報送信処理を実行する。この被検体情報送信処理の実行主体を被検体情報監視部３１Ｂと
する。
【０１１０】
　図１４（ｄ）に示すように、被検体情報監視部３１Ｂは、ステップＳ７２に対応して、
通信部３６を介して、被検体情報要求を超音波診断装置１（検査管理部１０７Ａ）から受
信完了する（ステップＳ９１）。そして、被検体情報監視部３１Ｂは、ステップＳ７３に
対応して、被検体情報を記憶部３５から読み出し、通信部３６を介して、読み出した被検
体情報を超音波診断装置１（検査管理部１０７Ａ）に送信し（ステップＳ９２）、被検体
情報送信処理を終了する。
【０１１１】
　次いで、図１３（ｂ）を参照して、第２の被検体情報監視処理、第４の検査処理、被検
体情報削除処理及び被検体情報送信処理に関する動作の具体例を説明する。先ず、受付を
済ませた一人の診察対象の第１の患者が診察室に入室する。そして、医師により、操作部
３２を介して、診察対象の患者の電子カルテを含む所見画面の表示指示が操作入力され、
所見画面情報が表示部３４に表示される。すると、電子カルテ端末３のカルテ管理部３１
Ａにより、診察対象の第１の患者の被検体情報が被検体情報更新時刻情報とともに共有フ
ォルダー３５Ａに格納される。
【０１１２】
　これと並行して、被検体情報監視部３１Ｂが、第２の被検体情報監視処理を所定周期で
繰り返し実行している。そして、被検体情報監視部３１Ｂが、ステップＳ６２において、
共有フォルダー３５Ａから診察対象の第１の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情
報を取得して記憶部３５に記憶し、共有フォルダー３５Ａ内の取得した被検体情報及び被
検体情報更新時刻情報を削除する。
【０１１３】
　診察対象の第１の患者は、超音波診断装置１を用いた検査が行われることなく、診察が
終了し、診察室から退室する。診察終了後、医師により、操作部３２を介して、診察対象
の第１の患者の所見画面の表示終了指示が操作入力され、表示部３４における所見画面情
報の表示が終了される。そして、次に受付を済ませた一人の診察対象の第２の患者が診察
室に入室する。そして、医師により、操作部３２を介して、診察対象の第２の患者の電子
カルテを含む所見画面の表示指示が操作入力され、所見画面情報が表示部３４に表示され
る。すると、カルテ管理部３１Ａにより、診察対象の第２の患者の被検体情報が被検体情
報更新時刻情報とともに共有フォルダー３５Ａに格納される。
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【０１１４】
　そして、被検体情報監視部３１Ｂが、ステップＳ６２において、共有フォルダー３５Ａ
から診察対象の第２の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を取得して記憶部３
５に記憶し（第１の患者の被検体情報及び被検体情報更新時刻情報は削除され）、共有フ
ォルダー３５Ａ内の取得した被検体情報及び被検体情報更新時刻情報を削除する。
【０１１５】
　そして、医師により、超音波診断装置１の操作入力部１０３を介して、検査対象の第２
の患者の超音波診断の検査開始指示が操作入力され、ステップＳ７２において、検査管理
部１０７Ａが、被検体情報要求を被検体情報監視部３１Ｂに送信し、ステップＳ７３にお
いて、検査管理部１０７Ａが、第２の患者の被検体情報を被検体情報監視部３１Ｂから受
信する。ステップＳ７４において、検査管理部１０７Ａが、受信した被検体情報を検査対
象の患者の被検体情報として設定する。
【０１１６】
　そして、検査管理部１０７Ａが、ステップＳ７６，Ｓ７７において、超音波診断の検査
を開始し、検査で生成された超音波画像データを検査対象の患者の被検体情報に対応付け
て画像サーバー６に記憶する。また、これと並行して、被検体情報監視部３１Ｂが、被検
体情報削除処理を所定周期で繰り返し実行している。そして、被検体情報監視部３１Ｂが
、ステップＳ８１において、記憶部３５に記憶された被検体情報更新時刻情報が所定時間
を経過すると、ステップＳ８２において、診察対象の第２の患者の被検体情報を記憶部３
５から削除する。診察終了後、医師により、操作部３２を介して、診察対象の第２の患者
の所見画面の表示終了指示が操作入力され、表示部３４における所見画面情報の表示が終
了される。
【０１１７】
　以上、本変形例によれば、電子カルテ端末３は、病院に来た患者の被検体情報及び被検
体情報更新時刻情報を記憶する記憶部３５と、記憶された被検体情報及び被検体情報更新
時刻情報のうち、被検体情報更新時刻情報から所定時間を経過した被検体情報及び被検体
情報更新時刻情報を削除し、超音波診断装置１からの被検体情報の要求に応じて、最後に
更新された被検体情報を記憶部３５から読み出して応答するＣＰＵ３１（被検体情報監視
部３１Ｂ）と、を備える。超音波診断装置１は、所定の操作入力が行われたタイミングで
、最後に更新された被検体情報を電子カルテ端末３に要求し、応答された被検体情報を電
子カルテ端末３から取得し、取得された被検体情報を検査対象の被検体の被検体情報に設
定する検査管理部１０７Ａを備える。このため、被検体情報の応答機能を有する電子カル
テ端末３を用いて、検査対象の患者の被検体情報を容易に取得できる。
【０１１８】
　なお、上記実施の形態における記述は、本発明に係る好適な医用検査装置及び医用検査
システムの一例であり、これに限定されるものではない。例えば、上記実施の形態、各変
形例の構成の少なくとも２つを適宜組み合わせる構成としてもよい。
【０１１９】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、医用検査装置として、超音波診断装置１
を用いる構成としたが、これに限定されるものではない。医用検査装置としては、心電図
検査装置、Ｘ線撮影装置（ＣＲ（Computed Radiography）装置）等、他の検査装置として
もよい。
【０１２０】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、超音波診断装置１で生成された検査デー
タとしての超音波画像データに被検体情報を対応付けて記憶する構成としたが、これに限
定されるものではない。検査データとは、検査を行った結果のデータであり、検査で生成
した画像データや、測定結果の数値等の測定データを含むものとする。超音波診断装置１
で生成された超音波画像データ以外の測定データ、心電図検査装置で生成された心電図の
測定データ、Ｘ線撮影装置により撮影されたＸ線画像データ等、他の検査データに被検体
情報を対応付けて記憶する構成としてもよい。
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【０１２１】
　さらに、上記実施の形態及び各変形例において、超音波診断装置１で生成された検査デ
ータとしての超音波画像データに被検体情報を対応付けて出力先としての画像サーバー６
に出力して記憶する構成としたが、これに限定されるものではない。医用検査装置で生成
された検査データに被検体情報を対応付けて、出力先としての記憶部１０８に出力して記
憶する構成、画像サーバー６以外の出力先としての外部機器（の記憶部）に出力して記憶
する構成、出力先としての医用検査装置内部又は外部機器の表示部に出力して表示する構
成、外部の印刷装置に出力して印刷する等の構成としてもよい。
【０１２２】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、被検体情報更新時刻情報の時間経過判別
に用いる各所定時間は、予め固定的に設定されているものとして説明したが、これに限定
されるものではない。各所定時間は、操作入力部１０３、操作部３２を介するユーザー（
医師等）からの操作入力に応じて、適宜設定変更が可能な構成としてもよい。また、被検
体情報更新時刻情報の時間経過判別に用いる各所定時間は、無限に長く設定してもよい。
【０１２３】
　さらに、被検体情報更新時刻情報の時間経過判別に用いる各所定時間は、可変（自動的
に変更）としてもよい。例えば、医療施設に患者が混んでいるときは各所定時間を長めに
設定し、空いているときは各所定時間を短めに設定する。混んでいるか空いているかは頭
書きファイルの更新頻度から判定しても良い。頭書きファイルが頻繁に更新されていると
きは待ち時間が長いと考え、各所定時間を長くし、頭書きファイルが頻繁に更新されてい
ない場合は各所定時間を短くする。もしくは、その逆として、頭書きファイルが頻繁に更
新されているときは待ち時間が短いと考え、各所定時間を長くし、頭書きファイルが頻繁
に更新されている場合は各所定時間を短くすることとしてもよい。
【０１２４】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、被検体情報更新時刻情報が所定時間を経
過している場合に、被検体情報入力画面情報を表示し、被検体情報の操作入力を受け付け
る構成としたが、これに限定するものではない。被検体情報更新時刻情報が所定時間を経
過している場合に、超音波診断装置１において、検査管理部１０７Ａが、被検体情報と、
被検体情報更新時刻情報が所定時間を経過している旨と、を含む警告画面情報を表示部１
０６に表示する構成としてもよい。さらに、検査管理部１０７Ａが、上記警告画面情報を
表示部１０６に表示するとともに、被検体情報入力画面情報を表示し、操作入力部１０３
を介して、被検体情報の操作入力を受け付ける構成としてもよい。
【０１２５】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、超音波診断装置１において、検査管理部
１０７Ａが、被検体情報を取得するトリガとなる操作は、検査開始の操作入力としたが、
これに限定されるものではない。例えば、既に生成された超音波画像データの記憶（保存
）指示等、他の操作を被検体情報取得のトリガとしてもよい。
【０１２６】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、被検体情報更新時刻情報は、所見画面情
報の表示指示のタイミング又は診察受付時の被検体情報生成のタイミングとしたが、これ
に限定されるものではない。例えば、新規患者の被検体情報の登録時、被検体情報の変更
時、オーダー発行時等、他のタイミングの時刻情報を被検体情報更新時刻情報とする構成
としてもよい。
【０１２７】
　また、以上の実施の形態における医用検査システム１０００，１０００Ａを構成する各
部の細部構成及び細部動作に関して本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可
能である。
【符号の説明】
【０１２８】
１０００，１０００Ａ　医用検査システム
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１　超音波診断装置
１０１　超音波診断装置本体
１０３　操作入力部
１０４　送受信部
１０５　画像処理部
１０６　表示部
１０７　制御部
１０７Ａ　検査管理部
１０７Ｂ　被検体情報監視部
１０８　記憶部
１０９　通信部
１１０　計時部
１０２　超音波探触子
３，３Ａ，３Ｂ　電子カルテ端末
３１　ＣＰＵ
３１Ａ　カルテ管理部
３１Ｂ　被検体情報監視部
３２　操作部
３３　ＲＡＭ
３４　表示部
３５　記憶部
３５Ａ　共有フォルダー
３６　通信部
３７　計時部
３８　バス
４　レセプト端末
５　画像ビューワー
６　画像サーバー
７　診療情報サーバー
７１　ＣＰＵ
７１Ａ　カルテ管理部
７２　操作部
７３　ＲＡＭ
７４　表示部
７５　記憶部
７５Ａ　共有フォルダー
７６　通信部
７７　バス
８　ＬＡＮ
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